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第１章 総則 

１.１ 基準の目的【9.1.1給水装置】

この基準は、水道法、水道法施行令、水道法施行規則、雲南市水道事業給水条例及び雲

南市水道事業給水条例施行規則等に基づき、施工する給水装置工事の設計、施工等の手続

方法及び基準等についての必要事項を定め、給水装置工事の適正な施工を確保することを

目的とする。記載されていない事項は、下記によるものとする。 

ただし、この指針によりがたい場合は、適用除外とすることができる。 

○雲南市水道局管路設計指針 … 雲南市水道局 

○雲南市水道局工事施工管理基準 … 雲南市水道局 

○水道施設設計指針（2012年版） … 日本水道協会 

○給水装置工事技術指針 … 給水工事技術振興財団 

○水道工事標準仕様書【土木工事編】（2010年版） … 日本水道協会 

○水道施設工事共通仕様書（平成9年度改訂） … 島根県水道協会 

○水道事業実務必携 … 全国簡易水道協会 

○ダクタイル管路設計と施工 … 日本ダクタイル鋳鉄管協会 

 ○水道用硬質塩化ビニル管（規格・設計編） … 塩化ビニル管・継手協会 

 ○水道配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管及び管継手（設計ﾏﾆｭｱﾙ） … 配水用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾊﾟｲﾌﾟｼｽﾃﾑ協会 

 ○水道メーターの設置（2015年版） …日本計量機器工業連合会 

 ○水道メーターの選び方（2014年版） …日本水道協会 

１.２ 適用 

この基準は本市の水道より給水する給水装置工事に適用する。 

なお、この基準の適用に疑義が生じた場合は、雲南市長（以下「市長」という）の

指示による。

１.３ 水道用語の定義

１ 水道（水道法第３条第１項）

導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設

の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。 

２ 水道事業（水道法第３条第２項）

一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をいう。ただし、給水人口

が百人以下である水道によるものを除く。 

３ 水道事業者（水道法第３条第５項）

厚生労働大臣の認可を受けて、水道事業を経営する者をいう。この経営する者

は、地方公共団体を原則としている。 

４ 専用水道（水道法第３条第６項）

寄宿舎・社宅・療養所等における自家用の水道、その他水道事業の用に供する
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水道以外の水道であって、百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの

をいう。 

ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その施設のうち

地中または地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道

を除く。 

５ 簡易専用水道（水道法第３条第７項）

水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に

供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に

供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除くため、水槽の有効容量の

合計が10m3以下の施設は適用されない。  

６ 給水装置（水道法第３条第９項）【図１-１給水装置の概念図①】

需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けら

れた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 

７ 給水用具

給水管に容易に取り外しのできない構造として接続され、有圧のまま給水でき

る給水栓等の用具をいう。

８ 給水設備【図１-２給水装置の概念図②】 

受水槽給水方式で給水する給水の施設で、受水槽以下の装置の設備をいう。 

９ 専用給水装置

独立した一つの水道メーターへ給水のために専用に布設された給水装置をい

う。 

10 共用給水装置 

独立した二箇所以上の水道メ－ターへ給水のために布設された給水装置をい

う。

【図１-１給水装置の概念図①】
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【図１-２給水装置の概念図②】

１.４ 給水装置の法的位置付け【9.1.1給水装置】

給水装置は、水道事業特有の概念であり、「水道法」において「需要者に水を供給

するために、水道事業者の施設である配水管から分岐して設けられた給水管及びこれ

に直結する給水用具をいう。」と定義されている。

ここで、「直結する給水用具」とは、給水管に容易に取り外しのできない構造とし

て接続し、有圧のまま給水できる給水栓等の用具であり、ホースなど容易に取外しの

可能な状態で接続される用具は含まない。

よって、ビル等で水道水を一旦受水槽で受け給水する場合は、配水管の分岐から受

水槽注水口の給水用具（ボールタップ等）までが給水装置であり、受水槽以降は給水

装置に当たらない。

また、給水装置として使用される給水管等については「水道法施行令」第５条に

「給水装置の構造及び材質の基準」が定められている。 

給水装置の構成は、一般的に給水管、給水用具及び水道メーターからなっている。 

このうち水道メーターは水道事業者の所有であるが、給水装置システムの観点から給

水装置に該当すると解されている。 

１.５ 給水装置の種類【雲南市水道事業給水条例第4条】

給水装置は次の３種とする。 

１ 専用給水装置 １戸又は１箇所で専用するもの 

２ 共用給水装置 ２戸又は２箇所以上で共用するもの 

３ 私設消火栓  消防用に使用するもの 
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１.６ 給水の用途【雲南市水道事業給水条例第5条】

給水の用途は、次のとおりとする。 

１ 一般家庭用 

２ 事業所営業用 

３ 工場用 

４ 病院用 

５ 官公署用 

６ 学校プール用 

７ 防火水槽用 

１.７ 給水装置工事の種類 

給水装置工事の種類は、次のとおりとする。 

１ 新設工事…新たに給水装置を設置する工事 

２ 改造工事…給水管の口径及び管種の変更、給水栓の増設など、給水装置の原形

を変える工事で、水道メーター位置の変更及び給水装置の一部を井戸水へ切り替

える場合等がある。 

また、配水管の新設、改良及び移設等その他特別の理由によって、給水装置に

変更（布設替え）を加える工事も含む。 

３ 撤去工事…給水装置を配水管、又は他の給水装置から取り外す工事。 

４ 修繕工事…水道法第１６条の２第３項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微

な変更を除くもので、原則として、給水装置の原形を変えないで給水管、給水栓

等の部分的な破損箇所を修理する工事。 

※給水装置の軽微な変更（水道法施行規則第１３条） 

厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更は、単独水栓の取替え及び補修並

びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え

（配管を伴わないものに限る。）とする。 

１.８ 給水方式【9.1.2給水装置】

給水方式は、直結式、受水槽式及び直結・受水槽併用式があり、その方式は、給水

栓の高さ、使用水量、使用用途、維持管理、需要者の要望、配水管の整備状況等を考

慮し決定する。

給水方式     直結式     直圧式 

増圧式 

              受水槽式 

              直結・受水槽併用式 
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●この方式は貯留機能がないため断水時に支障をきたす建物への採用は避ける必

要がある。 

●従来の給水装置に比べると給水位置が高くなり断水時に給水装置側からの逆圧

が大きくなることや減圧時に逆圧がかかる場合があることからより一層の逆流防

止対策を講じる必要がある。 

●既設建物を直結給水に切り替える場合は、「受水槽以下設備を給水装置に切り

替える場合の手続きについて（厚生労働省）」に基づき周知・指導する。 

１ 直結式

(１)直結直圧式 

直結直圧式は、配水管の動水圧により直接給水する方式である。この方式が水

道の基本的な方式である。【図１－３直結直圧式（３階建て住宅への例）】を示

す。 

【図１-３直結直圧式（３階建て住宅への例）】

(２)直結増圧式 

直結増圧式は、給水管の途中に増圧給水設備を設置し、圧力を増して直結給水

する方式である。受水槽がないため、衛生上の問題解消、省エネルギーの推進、

受水槽設置スペースの有効利用など給水サービスの向上を図ることができる。

【図１－４直結増圧式直送式】、【図１－５直結増圧式高置水槽式】に３階建て

住宅への例を示す。 
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【図１-４直結増圧式（直送式の例）】

【図１-５直結増圧式（高置水槽式）】

２ 受水槽式 

   受水槽式は、水道水を一旦受水槽で受け給水する方式で、配水管の圧力が変動

しても受水槽以降では給水圧、給水量を一定に保持することができること、一時

に多量の水使用が可能であること、断水時や災害時にも水が確保できることなど

の長所がある。 

   一方で、定期的な点検や清掃など適正な管理が必要なことや夏場に水温が上昇

することなどの短所もある。 



- 7 - 

（１）受水槽式とする場合 

①一時に多量の水を使用するものや使用水量の変動が大きい施設で、配水管の水

圧低下を引き起こすおそれがあるもの。 

②毒物・劇物・薬品等の危険な化学物質を取り扱い、これを製造・加工又は貯蔵

する工場・事業所・研究所等。 

   例：クリーニング、写真及び印刷・製版、石油取扱、染色、メッキ等の事業を

行う施設。 

  ③災害や事故による断水にも一定の給水の確保が必要な施設。 

   例：病院、ホテル、百貨店等の施設及び食品冷凍機、電子計算機の冷却水に供

給する施設。 

  ④配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合。 

（２）受水槽式の主なもの 

 ①高置水槽式 

受水槽で受水した水をポンプで屋上の高置水槽へ圧送し、そこから自然流下で

給水を行うものである。従来から一般的に行われてきた方式で、常に一定の圧力

で給水でき、停電時にもある程度の貯留機能を有する利点がある。【図１－６高

置水槽式】に例を示す。 

【図１-６高置水槽式】
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②圧力水槽式 

  受水槽に受水した水をポンプにより圧力タンクに貯留し、その内圧により給水

する。 

③ポンプ直送式

   受水槽に受水した水をポンプで直接需要者の給水栓まで給水する。

   【図１－７ポンプ直送式】に例を示す。

【図１-７ポンプ直送式】 

（３）受水槽容量と受水槽方式

   受水槽の容量は、計画一日使用水量によって定める。

   なお、受水方式として配水管の能力に比べ単位時間当たり受水量が大きい場合

には、配水管の水圧が低下し、その付近の給水に支障を来たす。このような場合

は、定流量弁など受水量を調整するバルブを設ける。

３ 直結・受水槽併用方式 

  この方式は、一つの建物で直結式、受水槽式の両方の給水方法を併用するもので

ある。
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１.９ 給水装置工事の施行 

給水装置工事の施行は、次のとおりとする。 

１ 給水装置工事は、市長又は市長が指定をした指定給水装置工事事業者が施行す

る。【雲南市水道事業給水条例第9条】

２ 指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の

設計審査（使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に市長の工事検査を

受けなければならない。【雲南市水道事業給水条例第9条】

３ 配水管の新設、改良及び移設等その他特別の理由によって、給水装置に変更を

加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該

工事を施行することができる。その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

【雲南市水道事業給水条例第12条】 

１.１０ 給水装置工事における遵守事項

給水装置工事における遵守事項は、次のとおりである。  

１ 給水装置を新設等の申込み【雲南市水道事業給水条例第6条】

給水装置を新設、改造、(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)

第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去

をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、

その承認を受けなければならない。 

２ 開発等の事前協議【雲南市水道事業給水条例第7条】

給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設

の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。 

なお、開発行為まで至らない小規模なもの（受水槽、流量調整等）でも協議し

なければならない。 

３ 新設等の費用負担【雲南市水道事業給水条例第8条】

給水装置の新設、改造、撤去又は修繕に要する費用は、当該給水装置を新設、

改造、撤去又は修繕する者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認め

たものについては、市においてその費用を負担することができる。 

４ 工事の施行【雲南市水道事業給水条例第9条】

給水装置工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定

給水装置工事事業者」という。)が施行する。 

５ 構造及び材質 

給水装置の構造及び材質は、水道法施行令第５条の基準に適合していなければ

ならない。 
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６ 給水管及び給水用具の指定【雲南市水道事業給水条例第10条】

災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷復旧を迅速

かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口

から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具につ

いて、その構造及び材質を指定することができる。 

７ 配水管のない区域の給水【雲南市水道事業給水条例第14条】

給水区域であっても配水管を布設していない区域にあっては、給水装置の新設

の申し込みについてこれを承認しないことができる。ただし、申込者が当該工事

費を負担するときは、他の給水に支障がない限りにおいて、給水装置の新設を承

認する。 
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１.１１ 給水装置工事の流れ

指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事の全体的な流れは、次のとおりで

ある。 

 工事の受注 ：施主から給水装置工事の依頼を受け、給水装置工事の 

契約を締結する。 

 調   査 ：現地調査、埋設物調査、関係官公署等との調整。 

 計   画 ：給水装置工事の計画、工事材料の選定、工事方法の決定、 

給水装置新設等申込書の作成。 

 申込書提出 ：様式第1号による給水装置新設等申込書及び様式第6号に 

よる給水装置工事設計審査申請書の提出。 

 設 計 審 査 ：給水装置の構造・材質基準に適合していることの確認。 

 施行の承認 ：様式第2号による給水装置新設等承認書を申込者に送達。 

 工事の施行 ：工程、品質及び安全管理を徹底し、工事を施工する。 

配水管等から給水管を分岐する工事は市長が立会する。 

 完成届提出 ：様式第8号により給水装置工事完成届の提出。 

 竣 工 検 査 ：指定工事事業者及び管理者による工事の竣工検査。 

 引 き 渡 し ：施主への引き渡し。 
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１.１２ 給水装置の管理及び修繕 

給水装置工事における管理及び修繕は、次のとおりである。 

１ 水道使用者等の管理上の責任【雲南市水道事業給水条例第24条】

水道使用者等は善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう

給水装置を管理しなければならない。 

また、修繕を必要とする場合は、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負

担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができ

る。 

２ 水道メーターまでの現状変更協議と費用の負担 

【雲南市水道事業給水条例施行規則第7条】

水道メーターまでの給水装置が設けてある部分の土地について埋立て、舗装、

建築その他現状の変更をしようとする者は、あらかじめ市長と協議をしなければ

ならない。この場合において給水装置の工事が必要なときは、その工事に要する

費用は現状の変更をしようとする者が負担する。 

３ 水道メーターまでの管理に要する工事費の負担 

【雲南市水道事業給水条例施行規則第8条】 

水道メーターまでの給水装置の管理にかかる工事に要する費用は市長が負担す

る。 

１.１３ 給水装置の構造及び材質【9.1.3 給水装置の構造及び材質】

給水装置の構造及び材質は、次による。

 １ 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令第５条第１項、並びに同第２項に基

づく「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に適合しなければならな

い。

 ２ 基準適合の確認は、自己認証又は第三者認証機関の証明、並びに給水装置の構

造及び材質の基準を満たす製品規格に適合している製品でその証明のあるもの。

１.１４ 給水装置工事【9.1.4 給水装置工事】

 給水装置工事は、次による。

 １ 給水工事とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。

 ２ 水道事業者は、当該水道によって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材

質が政令に定める基準に適合することを確保するため、給水装置工事を適正に施

行することができると認められる者を指定することができる。この場合、水道事

業者は、供給規定の定めるところにより、給水装置が水道事業者又は当該指定を

受けた者（指定給水装置工事事業者）が施行した給水装置工事であることを給水

条件とすることができる。また、これ以外の者が施行した給水装置工事の場合

は、供給規定の定めるところにより、給水の申込みを拒み、又は給水を停止する

ことができる。ただし、給水装置の軽微な変更、又は当該給水装置の構造及び材
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●軽微な変更とは、単独水栓の取替え及び補修、並びにコマ、パッキン等給水装

置の末端に設置される給水用具の部品の取替えのうち、配管を伴わない給水装置

工事である。 

質が政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでな

い。

 ３ 水道事業者は、給水装置の配水管の取付け口からメーターまでの工法、工期そ

の他工事上の条件を付すことができる。
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●水道事業者の関与は、給水契約を前提に、設置者が貯水槽水道の適正管 

理を行うよう促す行為であり、行政権限に基づくものではない。 

【水道法施行規則第 12 条の 4】

●専用水道及び貯水槽水道等の位置付けは、【図１－９に水道法における専用水

道、貯水槽水道等の位置付け】に示す。 

●専用水道及び貯水槽水道の区分については、【図１－１０に専用水道、貯水槽

水道の区分フロー】に示す。 

１.１５ 貯水槽水道への関与【9.1.5 貯水槽水道への関与】

 貯水槽水道は、平成１４年の改正水道法において新たに規定された「水道」であ

る。この改正で水道事業者は、供給規定に貯水槽水道について、水道事業者及び当

該貯水槽水道の設置者の責任に関する事項を適正かつ明確に定めることが義務付け

られた。

【図１－９水道法における専用水道、貯水槽水道等の位置付け】
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【図１－１０専用水道、貯水槽水道の区分フロー】
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第２章 給水装置の設計 

２.１ 総則【9.2.1総則】

給水管は、給水装置の構造及び材質の基準に適合するものでなければならない。こ

の基準適合品としては、日本工業規格、日本水道協会の規格品、第三者認証品及び自

己認証品がある。構造材質基準に適合するほか、土質、気候及び屋内外の配管環境や

施工性、更には維持管理を考慮する必要がある。

２.２ 計画使用水量【9.2.2 計画使用水量】

計画使用水量の算出方法は、次のとおりである。

 １ 直結式給水の計画使用水量 

   直結式給水の計画使用水量は、給水用具の同時使用の割合等を考慮して実態に

合った水量を設定する。同時使用水量の単位は通常Ｌ／分を用いる。一般的な同

時使用水量の算定方法は「水道施設設計指針 9.2.2 計画使用水量」による。

 （１）一戸建て等の場合

  ①同時に使用する給水用具を設定し算出する方法

   同時に使用する給水用具を【表２－１同時使用率を考慮した給水用具数】から

求め、任意に同時に使用する給水用具を設定し、設定された給水用具の吐水量を

足し合わせて同時使用水量を求める方法である。一般的な給水用具の種類別吐水

量は、【表２－２種類別吐水量とこれに対する給水具数の口径】のとおりである。 

また、給水用具の種類に関わらず吐水量を口径によって一律の水量として扱う

方法もある。【表２－３給水用具の標準使用水量参照】。 

【表２－１同時使用率を考慮した給水用具数】 

【表２－２種類別吐水量とこれに対する給水具数の口径】
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【表２－３給水戸数と総同時使用率】

②標準化した同時使用水量により求める方法

   この方法は、給水用具の数と同時使用水量との関係についての標準値から求め

る方法である。次式のように給水装置内のすべての給水用具の個々の使用水量を

足し合わせた全使用水量を給水用具の総数で除した値に、同時使用水量比、【表２

－４給水用具の標準使用水量】を乗じて求める方法である。

同時使用水量＝給水用具の全使用水量÷給水用具総数×同時使用水量比

【表２－４給水用具の標準使用水量】 

（２）集合住宅等の場合 

  ①戸数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法 

  同時使用水量＝42×（戸数）0.33 … 10 戸未満 

        ＝19×（戸数）0.67 … 10 戸～600 戸未満 

  ②居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法 

  同時使用水量＝26×（人数）0.36 … 30 人以下 

        ＝13×（人数）0.56 … 31 人～200 人以下 

        ＝6.9×（人数）0.67 … 201 人～2,000 人以下 

③居住人数から同時使用水量を予測する算定式を用いる方法 

 （調査により提案された新たな方法） 

  同時使用水量＝26×（人数）0.36 … 30 人以下 

        ＝15.2×（人数）0.51 … 31 人以上 

  ④給水用具給水負荷単位により求める方法

「水道施設設計指針 9.2.2 計画使用水量」による。 

  ⑤各戸使用水量と給水戸数の同時使用率により求める方法

   １戸の使用水量を【表２－１同時使用率を考慮した給水用具数】及び【表２－

２種類別吐水量とこれに対する給水具数の口径】を使用した方法で求め、全体の

同時使用戸数は、給水戸数と同時使用戸数率を【表２－５給水用具の標準使用水

量】より同時使用戸数を求め、同時使用水量を求める方法である。なお、この方

法は他の方法に比べ過大となるため、用いられることは少ない。
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【表２－５給水用具の標準使用水量】

２ 直結増圧式給水の計画使用水量 

直結増圧式給水を行うに当たって同時使用水量を適正に設定することが大切で

あり、これを誤ると、過大設備の導入、給水不足の発生などが起こることがあ

る。同時使用水量の算出方法としては、前述の方法のほか、表２－６を参考にす

る方法、水使用時間率と器具給水単位による方法、器具利用から予測する方法な

どあるが、『直結給水システム導入ガイドライン』が参考となる。また、導入に当

たって、水道事業者は同時使用水量の算出方法を施工基準等に定めることが望ま

しい。

【表２－６建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員表】

３ 受水槽式給水の計画使用水量 

  受水槽式給水における受水槽への給水量は、受水槽の容量と使用水量の時間的

変化を考慮して定める。一般に受水槽への単位時間当たり給水量は、１日当たり

の計画使用水量（計画１日使用水量）を使用時間で除した水量とする。 

  計画１日使用水量は、建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員（表２－

６）を参考にするとともに、当該施設の規模と内容、給水区域内における他の使

用実態などを十分考慮して設定する。 

  計画１日使用水量の算定には、次の方法がある。 

①１人１日使用水量×使用人員 
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●受水槽容量は、計画１日使用水量の４／１０～６／１０程度が標準である。 

●受水槽により給水する場合は、周辺の水圧変動及び水道メーターの適正流量を

確保するため、流入管（水道メーター２次側）へ流量調整器を設置する。 

（又は単位床面積当たり人員×延床面積） 

   ②建築物の単位床面積当たりの使用水量×延床面積 

   ③その他使用水量実績による算定 

【表２－６建物種類別単位給水量・使用時間・使用人員表】に明記されていない

業態などについては、使用実態及び類似した業態の使用水量実績などを調査して

算出する。 

２．３ 管径【9.2.3 管径】

給水管の管径は、配水管の計画最小動水圧時において、計画使用水量を確保できる

大きさとする。

１ 管径決定の基準 

給水管の管径は、配水管の計画最小動水圧時において、計画使用水量を確保で

きるもので、かつ経済性も考慮した合理的な大きさにする。

  管径は、給水用具の立ち上がり高さと計画使用水量に対する総損失水頭 を加

えたものが、取出し配水管の計画最小動水圧の圧力水頭以下となるように計算に

よって定める。【図２－１動水勾配配線図参照】ただし、将来の使用水量の増

加、配水管の水圧変動などを考慮して、ある程度の余裕水頭を確保する。 

  給水用具の取付け部においては、３～５ｍ程度の水頭を確保することとする

が、最低作動水圧を必要とする給水用具がある場合や先止め式瞬間湯沸器で給湯

管路が長い場合などは、給湯水栓やシャワーなどにおいて必要な水頭と水量を確

保できるように設計する。 

【図２－１動水勾配配線図】



- 20 - 

YES

NO

各末端給水用具の所要水量の設定

同時使用末端給水用具の設定

各区間流量の設定

口径の仮定 

給水装置末端からの水理計算

各区間の損失水頭

各区間の損失水頭

各区間の所要水頭

各分岐点の所要水頭

終了 

給水装置全体の所要 

水頭が、配水管の計画最小動

水圧以下であるか 

２ 口径決定の手順 

   ます給水用具の所要水量を設定し、    

  次に同時に使用する給水用具を設定 

  し、管路の各区間に流れる流量を求 

  める。次に口径を仮定し、その口径 

  で給水装置全体の所要水頭が、配水 

  管の計画最小動水圧の水頭以下であ 

るかどうかを確かめ、満たされてい 

る場合はその口径を求める口径とす 

る。【図２－２口径の決定手順参照】 

   水道メーターについては、呼び径 

  ごとに適正使用流量範囲、瞬時使用 

  の許容流量があり、口径決定の大き 

  な要因となる。 

 【図２－２口径の決定手順】 
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ｈf ：管の摩擦損失水頭（ｍ）  

Ｖ  ：管の平均流速（m/sec）  

Ｌ  ：管の長さ（ｍ）  

Ｄ  ：管の口径（ｍ）  

ｇ  ：重力の加速度（9.8 m/sec2）

Ｑ  ：流量（m3/sec） 

２ 損失水頭 

  損失水頭には、管の流入、流出口における損失水頭、管の摩擦による損失水

頭、水道メーター、給水用具類、管継手部による損失水頭、管の曲がり、分岐、

断面変化による損失水頭などがある。これらのうち主なものは、管の摩擦損失水

頭、水道メーター、給水用具類及び管継手部による損失水頭であって、その他の

ものは、計算上省略しても影響は少ない。 

（１）給水管の摩擦損失水頭 

   給水管の摩擦損失水頭の計算は、管径５０㎜以下の場合はウエストン公式によ

る。管径７５㎜以上の管については、『雲南市水道局管路設計指針 3配水管 

3.5管径』による。 

ウエストン公式 

（２）各種給水用具、管継手部による損失水頭 

  水栓類、水道メーター、管継手部による流量と損失水頭との関係は、『水道施

設設計指針2012（9.2.3管径 2.損失水頭）』による。 

（３）各種用具などによる損失水頭の直管換算長 

   直管換算長とは、給水用具類、水道メーター、管継手部等による損失水頭が  

これと同口径の直管の何メートル分の損失水頭に相当するのかを直管の長さで表

したものをいう。直管換算長の求め方は、『水道施設設計指針 2012（9.2.3 管径 

2.損失水頭）』による。

３ 管径決定計算の方法 

   管路において、計画使用水量を流すために必要な管径は、流量公式から計算し

て求めることもできるが、流量図を利用して求める方法もある。計算例について

は、『水道施設設計指針 2012（9.2.3 管径 3.管径決定計算の方法損失水頭）』、

『給水装置工事技術指針 7.2.3 給水管の口径の決定 2口径決定計算方法』によ

る。
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 ４ 管径決定の計算例 

直結式（一般住宅平屋建て）の口径決定 

   ○計算条件…配水管の水圧 0.2MPa 

         給水栓数   4 栓 

         給水する高さ 2.5m 
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２．４ 水道メーター設置に関する基準

１ 水道メーターの設置 

水道メーターは給水装置に設置し、その位置は市長が定める。ただし、市長が必

要であると認めたときは、貯水槽水道（法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道を

いう。以下同じ。）に水道メーターを設置することができる。【雲南市水道事業給

水条例第19条】

（１）水道メーターは、給水管と同口径のものを使用し、給水栓より低位に、か

つ、水平に設置すること。ただし、口径１３㎜の水道メーターについては、こ

の限りではない。 

（２）原則、建造物ごとに１個の水道メーターを設置する。ただし、同一使用者が

同一敷地内で同じ目的に使用されるものについては、建造物の棟数に関係なく

１個の水道メーターを設置することができる。 

（３）１つの建造物であっても、構造上、利用上独立して使用される区画（店舗、

事務所、集合住宅等）に給水装置を設ける場合は、それぞれに１個の水道メー

ターを設置することができる。 

２ 水道メーターの設置位置 

水道メーターの設置位置は、維持管理及び検針業務に重大な影響があるので、次

の各号により設置すること。 

（１）水道メーターは、官民境界の民地側に設置し、給水引込み位置の境界から管

路の延長として概ね５ｍ以内とする。 

（２）設置場所は、検針並びに水道メーターの取替がし易く、汚染や損傷、凍結の

恐れがない場所とする。 

（３）水道メーターを傾斜して取り付けると、感度や低下させる原因となるので、 

水平に取り付ける。 

（４）水道メーターは、器内に水が充満していることが必要であるから給水栓より

低位置に設置すること。 

（５）水道メーターは、水撃作用（ウォーターハンマー）によって破損することが

あるので、できるだけ水栓から離れた場所を選定すること。 

（６）工事中に水道メーターを設置する場合は、工事完了後の地盤にあわせて設置

すること。 

（７）口径４０㎜以下の水道メーターを設置する場合は、水道メーターの１次側に

ボール式伸縮止水栓（逆止弁付）を設けること。  

（８）口径２５㎜以上の水道メーターを設置する場合は、水道メーターの２次側に

バルブを設けること。 

（９）設置してはならない場所

①屋内（貯水槽水道に設置する場合は除く） 
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②地下室 

③便所、浄化槽に近い場所 

④雨水、排水等の溜まり易い場所 

３ 子メーター 

市長が必要であると認めたときは、子メーターを設置することができる。子メー

ターは、市が設置し管理する。 

４ 貯水槽水道（給水設備）への水道メーター設置 

貯水槽水道（給水設備）へ個別に水道メーターを設置する場合は、次の各号の条件に

より設置を許可する。

（１）貯水槽水道１次側に水道メーター（親メーター）を設置すること。

（２）貯水槽水道２次側に各戸に水道メーター（子メーター）を設置すること。

（３）親メーター及び子メーターはそれぞれ加入分担金を徴収する。

（４）親メーター、子メーターは水道局が検針を行い、水道料金を徴収する。

５ 私設水道メーター 

水道の使用者等が、私設水道メーターを設置する場合は、あらかじめ市長に届け

出なければならない。【雲南市水道事業給水条例第 19 条】

２．５ 分水栓【9.3.2 総則】

分水栓は、配水管から給水管を分岐し、取り出すための給水用具であり、水道用分

水栓、サドル付分水栓、また分水栓と同様の機能を有する割Ｔ字管などがある。

 １ サドル付分水栓 

サドル付分水栓は、配水管に取り付けるサドル機構と止水機構を一体化した構

造の栓であり、止水機構がボール式のＡ形とコック式のＢ形がある。【図２－３

サドル付分水栓参照】 

【図２－３ サドル付分水栓】
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●配水管からの分岐は、サドル付分水栓、割Ｔ字管（不断水Ｔ字管）またはチー

ズとする。【表２－７分水栓材料による】 

●サドル付分水栓を使用する場合、止水機構がボール式のＡ形とする。 

●配水用ポリエチレン管より取出しを行う場合は、融着式のサドル付分水栓が望

ましい。 

●サドル付分水栓は必ず全体をポリエチレンスリーブで被覆する。

３ 割Ｔ字管 

割Ｔ字管は、ダクタイル鋳鉄製の割Ｔ字形の分岐帯に仕切弁を組込み、一体と

して配水管にボルトを用いて取り付ける構造のもので、二つ割と三つ割がある。

また、最近では耐震構造の製品も開発されている。【図２－４割Ｔ字管参照】 

【図２－４ 割Ｔ字管】

４ 腐食防止対策 

   サドル付分水栓と割Ｔ字管は、ボルトで取り付ける構造であり、ボルトが異種

金属接触等により腐食し、漏水することもあるので、ボルトの材質や絶縁対策等

に考慮する必要がある。一般的には、耐食性に優れたボルトを使用するか、分水

栓全体をポリエチレンスリーブで被覆する。

【表２－７ 分水栓材料】 

分岐管の管種 分岐口径 分水栓の種類 備考 

鋳鉄管 

鋼管 

φ50㎜以上 割Ｔ字管 

φ40㎜以下 サドル付分水栓 

ビニル管 

(φ50㎜～) 

φ50㎜以上 割Ｔ字管 

φ25㎜以下 サドル付分水栓 

ビニル管 

(φ40㎜) 

φ25㎜以上 ＨＩ-ＴＳチーズ 

鋳鉄製チーズ 

鋳鉄製チーズは離

脱防止機能付き 

φ20㎜ サドル付分水栓 
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●安定給水を図るため、最低分岐（取出し）口径は、２０㎜とする。 

●管の押力等を除去するため、穿孔部を中心に左右１.０ｍ以上の余掘りを行う。

●サドル付分水栓には、ポリエチレンスリーブを被覆する。 

●ダクタイル鋳鉄管の取り出し部には、分岐部の閉塞防止のため、インサートリ

ングを挿入する。 

●配水用ポリエチレン管より取出しを行う場合は、融着式のサドル付分水栓が望

ましい。 

●給水管口径が４０㎜以下のときには、サドル付分水栓を使用する。 

●給水管口径が５０㎜以上の場合は、チーズ又はＴ字管を使用する。 

●異形管にはサドル付分水栓を取付けてはならない。 

●継手付近へサドル付分水栓を取付ける場合は、継手端面から３０㎝以上離す。 

●サドル付分水栓によって取り出す場合は、分水栓部へ伸縮可とう継手を設置す

る。 

●管の取出し配管例を【図２－５管の取出し配管例】に示す。

ビニル管 

(～φ30㎜) 

φ25㎜以下 ＨＩ-ＴＳチーズ 

鋳鉄製チーズ 

鋳鉄製チーズは離

脱防止機能付き 

配水用 

ポリエチレン管 

φ50㎜以上 割Ｔ字管 

φ40㎜以下 サドル付分水栓 融着が望ましい 

２．６ 管の取出し【9.2.5 管の取出し】

給水管の取出しは、次のとおりとする。 

 １ 配水管を穿孔する場合は、配水管の強度、内面塗膜等に悪影響を与えないこ

と。 

 ２ 分岐によって給水管を取り出す場合は、配水管の管種及び管径、給水管の管径

に応じて分水栓、サドル付分水栓、チーズ、Ｔ字管又は割Ｔ字管を使用する。 

 ３ 分水栓又はサドル付分水栓によって給水管を取り出す場合は、その間隔を３０

㎝以上とする。 

４ チーズ、Ｔ字管又は割Ｔ字管よって給水管を取り出す場合は、配水管の管径よ

り小さいものとする。 
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【図２－５管の取出し配管例】 

２．７ 止水栓の種類【9.3.3 止水栓】

止水栓は、給水の開始・中止、給水装置の修理その他の目的で給水を制限又は停

止するために使用する給水用具であり、甲形止水栓、ボール止水栓、仕切弁、玉形

弁がある。 

 １ 甲形止水栓 

   甲形止水栓は、止水部が落しこま構造になっており、損失水頭は大きい。こま

式は、流水抵抗によってこまパッキンが摩耗するため、止水できなくなるおそれ

があり、定期的な交換が必要である。【図２－６甲形止水栓参照】 

【図２－６ 甲形止水栓】
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２ ボール止水栓 

   ボール止水栓は、弁体が球状のため９０度回転で全開、全閉する構造であり、

損失水頭は極めて小さい。【図２－７ボール伸縮止水栓参照】 

【図２－７ ボール伸縮止水栓】

３ 仕切弁（ゲート弁） 

   仕切弁（ゲート弁）は、弁体が垂直に上下し、全開、全閉する構造であり、全

開時の損失水頭は極めて小さい。【図２－８埋設ゲート弁参照】 

【図２－８ 埋設ゲート弁】 

２．８ 止水栓の設置

止水栓の設置位置については次のとおりとする。 

１ 止水栓（仕切弁）は、配水管分岐点から直角上であり、かつ将来に渡り操作及び

維持管理に支障をきたさない位置とする。【図２－９ 止水栓の設置例①】

 ２ 口径３０㎜以下の給水管に設置する止水栓は、逆流防止機能を有しないボール
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式とする。

３ 口径４０㎜の給水管に設置する止水栓は、逆流防止機能を有しないボール式又

は埋設ゲート弁とする。

 ４ 口径５０㎜以上の給水管に設置する止水栓は、ソフトシール仕切弁とする。

【図２－９ 止水栓の設置例①】

５ その他 

（１）水道メーター前でやむを得ず溝や河川等を横断する場合は、石垣等に露

出配管する場合、又は、その他管理者が必要と認めたときは、公道上に止水栓を設

置すること。【図２－10 止水栓の設置例②】

【図２－10 止水栓の設置例②】
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●止水栓（仕切弁）の設置は、『水道工事施工基準 出来高基準』による。 

●水道メーターボックス内へ設置する止水栓は、ボール式止水栓とし、伸縮及び

逆流防止機能を備えたものとする。 

●口径４０㎜以下で仕切弁を設置する場合は、埋設ゲート弁とする。 

●口径５０㎜以上で仕切弁を設置する場合は、ソフトシール仕切弁とする。 

（２）歩道に布設してある配水管から車道、軌道等を横断する場合は、配水管の布設

してある歩道に止水栓を設置すること。【図２－11 止水栓の設置例③】

【図２－11 止水栓の設置例③】

（３）２戸以上（アパート等）の同時引込みをする場合は、主管に止水栓を設置す

る。この場合、止水栓は官民境界から１ｍ以内の民地とする。【図２－12 止水栓の

設置例④】

【図２－12 止水栓の設置例④】 
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●『雲南市水道局管路設計指針 3配水管 3.3 管種の選定』に準ずる。 

●硬質ポリ塩化ビニル管を使用する場合は、耐衝撃性のものとする。 

●口径４０㎜以上で硬質ポリ塩化ビニル管を使用する場合、直管の継手は、ゴム

輪形（ＲＲ）とする。 

●各管種の規格及び特性の概要は、【表２－８各管種の規格及び特性】のとおりで

ある。

２．９ 管種【9.2.4 管種】

給水管は、構造材質基準の性能基準に適合していなければならない。

 また、施工に当たっては、構造材質基準の給水装置システム基準に適合するととも

に、布設場所の地質、管の受ける外力、気候、管の特性、通水後の維持管理などを考

慮し、もっとも適切な管種を選定する。

【表２－８各管種の規格及び特性】 

ダクタイル 

鋳鉄管 

規格及び特性の概要 

○管体強度が大きく、靭性に富み、衝撃に強い。 
○耐久性がある。 
○ＧＸ、ＮＳ形の鎖構造継手は、柔構造継手よりも大きな伸縮に対応で
き、更に離脱防止機能を有するので、より大きな地盤変動に対応できる。
○重量は比較的重い。 
○内外の防食面に損傷を受けると腐食しやすい。 

硬質塩化ビニ

ルライニング

鋼管 

○強度を鋼管が、耐食性などをビニルライニングが分担して、それぞれの
材料を有効に利用した複合管である。
○屋外及び埋設用途に対応できる外面仕様の異なる３種類がある。
○接合部のねじや管端部は、腐食しやすいので、外面樹脂被服した管端防
食継手を使用する。 

ポリエチレン

粉体ライニン

グ鋼管 

○強度を鋼管が、耐食性などをポリエチレンライニングが分担して、それ
ぞれの材料を有効に利用した複合管である。
○屋外及び埋設用途に対応できる外面仕様の異なる３種類がある。

耐熱性硬質塩

化ビニルライ

ニング鋼管 

○強度を鋼管が、耐熱性及び耐食性をビニルライニングが分担して、それ
ぞれの材料を有効に利用した複合管である。
○外面が一次防錆塗装の屋内配管用である。

ステンレス鋼

管 

○ＳＵＳ３０４とＳＵＳ３１６の２種類があり、ＳＵＳ３１６は特に耐腐
食性が高い。 
○他の鋼管に比べ、強度的に優れており、軽量化しているので取扱いが容
易である。

塗履装鋼管 ○水道施設設計指針2012 7.5.3管種に準ずる 

耐衝撃性硬質

ポリ塩化ビニ

ル管 

○硬質ポリ塩化ビニル管の衝撃強度を高めるように改良されたもの。 
○長期間直射日光に当たると、耐衝撃強度が劣化する。 
○接合方法には、接着剤を用いたＴＳ接合とゴム輪接合がある。
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●埋設位置及び深さは、『雲南市水道局管路設計指針 3配水管 3.6埋設位置

及び深さ』による。 

●道路内で配管を横断する場合、道路に対し直角に埋設する。 

●道路内（公道部）の埋設深度は、配水管と同じ深さとする。 

●民有地の埋め戻し土は、原則発生土とする。 

●道路部へ埋設する場合は、埋設表示シートを布設する。 

●止水栓及び筐（ボックス）は、原則、車両などの外圧を受けやすい場所や障害

物を置かれたり埋没しやすい場所を避けることができる位置を選定し、かつ、道

路境界から１.０ｍ以内の私有地に設置する。また、地震等災害時の早期復旧を考

慮し、家屋等が倒壊しても止水栓の操作が行える場所とする。 

ポリエチレン

管 

○硬質ポリ塩化ビニル管に比べ、可とう性に富み軽量で耐寒性、耐衝撃強
さが大である。 
○長尺物であるため、少ない継手で施工できる。 
○他の管種に比べて柔らかく、傷が付きやすい。 
○有機溶剤による浸透に注意する必要がある。

水道配水用ポ

リエチレン管

○耐食性に優れている。 
○融着継手により一体化でき，管体に柔軟性があるため地盤変動に追従で
きる。 
○有機溶剤による浸透に注意する必要がある。

架橋ポリエチ

レン管 

○耐熱性及び耐食性に優れ、軽量で柔軟性に富んでおり、管内スケールの
付着は少なく、流体抵抗も小さい。 
○耐寒性に優れており、寒冷地での使用に適している。 
○熱膨張が大きいため配管には注意が必要である。 

ポリブテン管 ○ポリブテン樹脂を原料としたプラスチック管である。 
○高温時でも高い強度をもち、しかも金属管に起こりやすい熱水による腐
食のないので温水配管に適している。 

２．１０ 配管【9.2.6配管】 

給水管の配管は、構造材質基準の給水装置システム基準に適合しなければ ならない。配管

は、次のとおりとする。 

 １ 道路内に配管する場合は、配管占用位置及び深さを誤らないようにするとともに、他の

埋設物との間隔を３０㎝以上確保する。 

 ２ 埋戻しの際は、購入土（公道部）を用いて適切な締固めを行い、管の保護を行う。 

 ３ 敷地内に配管する場合、止水栓及び水道メーターの設置は、維持管理に適した箇所を選

定するとともに、敷地内でもできるだけ直線配管となるよう配慮する。 

 ４ 地階あるいは２階以上に配管する場合は、各階ごとに止水用具を取り付けるとともに、

立ち上がりや横走り部分で露出配管となる箇所には、適当な間隔で建物へ固定する。 

 ５ 給水装置の露出部分において、凍結や結露のおそれのある場合などは、適切な防寒措置

や防露措置を講ずる。 

 ６ 管が開渠を横断する場合は、なるべく開渠の下に布設する。 

 ７ 埋め立て地や腐食性の高い土壌等に配管する場合には、耐震性や腐食防止を十分考慮

する。 
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●露出配管は、外力、自重、水圧等による振動や撓みで損傷を受けやすいので、

管をクリップなどのつかみ金具を使用し、１～２ｍの間隔で固定する。 

●給水栓は、損傷しやすいので、堅固に取り付ける。 

●住宅内において、漏水原因となる継手を避ける方式として、ヘッダー方式によ

る配管がある。 

●屋内配管の露出部分は、管の表面に結露現象が生じ、周囲の家具等を傷めるこ

とがあるので、防露措置を講じる。【図２－13防露措置の例参照】 

●溝、開渠等を横断する場合は、できるだけ開渠等の下に鋼管などのさや管の中

に入れて埋設する。困難なときは開渠等の高水位以上の高さに配管する。この場

合、防寒、防食についても適切な措置を講ずる。 

●給水管は、伸縮可とう性に富んだ材質のものを使用するほか、剛性の高い材料

の場合には伸縮可とう継手を用い地震時の変位に対応できるようにする。 

●スプリンクラー設備を設置する場合、配慮事項に留意する必要がある。（スプ

リンクラー設備設置に関する厚生労働省通知） 

【図２－13 防露措置の例】
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第３章 給水用具 

３.１ 総則【9.3.1総則】

給水用具とは、給水管に直結し、管と一体となって給水装置を構成する分水栓、止

水栓、給水栓、弁類及び機器等の用具をいう。

給水用具は、構造材質基準に定められた性能基準に適合するものでなければならな

い。

構造材質基準に適合する給水用具としては、日本工業規格品（ＪＩＳ）、日本水道協

会規格品（ＪＷＷＡ）、自己認証品及び第三者認証品等がある。

また、特に逆流に配慮しなければならない便器、洗浄弁、食器洗い器等について

は、構造材質基準の逆流防止に関する基準に適合してなければならない。 

３.２ 給水栓【9.3.4 給水栓】

給水栓は、給水装置の末端に取り付けられ、水を出したり、止めたりする給水用具

であり、水栓類とボールタップとに大別される。

 １ 水栓類

   水栓は、使用者に直接水を給水するための給水用具で、弁の開閉は主にハンド

ルを回して行うが、中にはレバーハンドルを上下して弁の開閉を行うシングルレ

バー式の水栓や、自動的に弁の開閉を行う電子式自動水栓などもあり、用途によ

って多種多様のものがあるので、使用目的に最も適した水栓を選ぶ必要がある。

【表３－１ 混合水栓の種類参照】 

【表３－１ 混合水栓の種類】 
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２ ボールタップ 

ボールタップは、フロート（浮き玉）の上下によって自動的に開閉する給水用

具で、水栓便所の洗浄水槽や受水槽に給水する給水用具である。（図３－１ボー

ルタップ参照） 

【図３－１ボールタップ】

３.３ 弁類【9.3.5弁類】

弁類には、逆流防止弁、減圧弁、安全弁（逃し弁）等がある。 

 １ 逆流防止弁 

逆流防止弁は、逆圧による水の逆流を防止する給水用具で、主として逆流によ

る水の汚染を防止する目的で使用するものであり、ばね式、リフト式、スイング

式、ダイアフラム式等がある。 

（１）ばね式 

弁体をばねによって弁座に押し付け、逆止する構造である。逆止弁体はカート

リッジ式のものもある。【図３－２単式逆流防止弁参照】 

（２）リフト式 

  弁体が弁箱又は蓋に設けられたガイドによって弁座に対して垂直に動作し、弁

体の自重で閉止の位置に戻る構造である。損失水頭が比較的大きいことや水平に

設置しなければならない制約を受けるが、構造が比較的単純である。【図３－１

１リフト式逆流防止弁参照】 

【図３－２単式逆流防止弁】    【図３－３リフト式逆流防止弁】
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（３）スイング式 

弁体がヒンジピンを支点として動作し、通水時に弁体が押し開かれ、逆圧と弁

体の自重によって自動的に弁座を閉止する構造である。リフト式に比べ損失水頭

が小さく、水平若しくは上向きの流れに対して使用することが出来ることから使

用範囲が広い。【図３－４スイング式逆流防止弁参照】 

（４）ダイアフラム式 

   ゴム製のダイアフラムを水流によって押し広げて通水し、停水又は逆圧時はダ

イアフラムの復元力でコーンに密着し閉止して逆流を防止する構造である。主に

器具の配管内に取り付けられて使用される。【図３－５ダイアフラム式逆流防止

弁参照】 

【図３－５ダイアフラム式】

【図３－４スイング式】        

２ 減圧弁 

   減圧弁は、調整ばね、ダイアフラム、弁体等の圧力調整機構によって一次圧力

が変動しても、二次側を一次側より低い設定圧力に保持する弁である。 

   減圧弁の取付位置は、設置後の点検・取り替えが容易な場所とし、取り付けに

際しては適正な減圧が行われていることを確認するとともに、設置後は定期点検

を行い、正常な動作が保てるようにする必要がある。【図３－６減圧弁参照】 
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【図３－６減圧弁】

３ 安全弁

   安全弁は、一次側圧力が設定された圧力以上になると、弁体が自動的に開いて

過剰圧力を逃し、圧力が所定の値に降下すると閉じる機能を持つ給水用具であ

る。

４ 洗浄弁

   洗浄弁は、一般にフラッシュバルブと呼ばれており、大便器用と小便器用に分

類され主に公衆トイレで使用されている。公衆トイレにおいては、連続してトイ

レを洗浄する必要があるため、ロータンクではなく貯水時間がかからない水道直

結の浄水弁が普及している。

 ５ ミキシングバルブ

   ミキシングバルブは、湯・水配管の途中に取り付けて、湯及び水を混合し、所

要温度の湯を吐水する給水用具であり、ハンドル式とサーモスタット式がある。

 ６ バキュームブレーカ

   バキュームブレーカは、給水管内に負圧が生じたとき、逆サイホン作用により

使用済の水その他の物質が逆流し、水が汚染されることを防止するため、負圧部

へ自動的に空気を取り入れる機能を持つ給水用具で、大気圧式と圧力式の２形式

がある。大気圧式は給水用具の最終の止水機構の下流側（常時圧力がかからない

配管部分）に取付け、圧力式は給水用具の上流側（常時圧力がかかる配管部分）

に取り付けるものである。【図３－７バキュームブレーカ参照】
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【図３－７バキュームブレーカ】

７ 不凍栓類

   不凍栓類は、管路の末端や途中に設置し、不凍栓内の水を凍結深度以下にある

貯留部に流下させるか、または立ち上がり管及び地上配管内の水を、凍結深度以

下の地中に排水させて凍結を防止する給水用具であり、内部貯留式不凍給水栓、

外部排水式不凍給水栓、水抜き栓等がある。

（１）内部貯留式不凍給水栓

    内部貯留式不凍給水栓は、閉止時（水抜き操作）にその都度、揚水管（立ち

上がり管）の水を凍結深度より深いところにある貯留部に流下させて、凍結を

防止する構造である。【図３－８内部貯留式不凍給水栓参照】

（２）外部排水式不凍給水栓

外部排水式不凍給水栓は、閉止時（水抜き操作）に外套管内の水を、排水弁

から凍結深度より深い地中に排水する構造である。【図３－９外部排水式不凍給

水栓参照】

（３）水抜き栓

   水抜き栓は、外部排水式不凍水栓と同様の機能を持つが、外套管が揚水管を

兼ねておらず、ハンドルのねじ部が水に触れない構造になっており、凍って重

くなることがない。【図３－10 水抜き栓参照】

【図３－８内部貯留式不凍給水栓】       【図３－９外部排水式不凍給水栓】
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●受水槽により給水する場合は、周辺の水圧変動及び水道メーターの適正流量を

確保するため、流入管（水道メーター２次側）へ流量調整器を設置する。 

【図３－10水抜き栓】

８ 定流量弁 

  定流量弁は、ばね、オリフィス、ニードル式等による流量調整機構によって、

一次側の圧力にかかわらず流量が一定になるよう調整する給水用具である。【図

３－11定流量弁参照】 

【図３－11定流量弁】

９ 空気弁及び吸排気弁 

   空気弁及び吸排気弁は、管内に停滞した空気を自動的に排出する機能と管内に

負圧が生じた場合に自動的に吸気する機能を合わせ持った給水用具である。 

   寒冷地などの水抜き配管で、不凍栓を使用して二次側配管内の水を排水して凍

結を防ぐ場合、吸気弁を設置することにより、空気を導入して水抜きを円滑にす

ることができる。 
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３.４ 給水用具類【9.3.6給水用具類】

給水用具類には、ウォータークーラー、湯沸器、浄水器、直結加圧形ポンプユニッ

トなどがある。 

３.５ 節水型給水用具【9.3.7節水型給水用具】

節水型給水用具は、少ない水量で使用目的が達成できる構造の給水用具で、節水型

のものと節水が図れるものとに分類される。 

 １ 節水型給水用具 

   節水型タンク式便器、節水型大便器洗浄弁、洗浄弁内臓式便器 

 ２ 節水が図れる給水用具 

 （１）吐出量を絞ることにより節水が図れる給水用具 

    定流量弁、泡沫式水栓 

（２）自閉構造により節水が図れる給水用具 

   手洗衛生洗浄弁、自閉式水栓、電子式水栓、湯屋カラン、定量水栓 

（３）制御方式を使って節水が図れる給水用具 

小便器洗浄ユニット、大便器洗浄ユニット、電気食器洗い機 

 ３ 節水コマ 

   節水コマは、コマを特別な形状としハンドルを少々開いても、あまり多量の水

が出ないようにしたものである。 
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第４章 水道メーター 

４.１ 総則【9.4.1総則】

水道メーターは、給水装置に取付け、需要者が使用する水量を積算計量する計量器

であって、その計量水量は、料金算定並びに有収率などの水量管理の基礎となるもの

である。適正な計量が求められることから、その使用に際しては、計量法に定める特

定計量器の検定に合格し、かつ検定有効期限（８年）内のものであるほか、各種メー

ターの特性を考慮する。 

直結給水の範囲拡大によって、損失水頭の小さい器具の使用が求められており、メ

ーターについても圧力損失の軽減を図るため、使用実態に合わせて種類及び性能の選

定を行う。 

４.２ 種類、構造及び選定【9.4.2種類、構造及び選定】

メーターは、適正な計量や耐久性の確保のため、その特性が使用実態に適した器種

を選定する。 

１ 種類 

   メーターの種類には、流れている水の流速を「羽根車の回転数」、「電磁誘導

作用」、「超音波の伝搬時間」などによって計量する流速式（推測式）とます

で、水の体積を測定するように計量する容積式（実測式）とがあり、【図４－１

水道メーターの分類】のとおり分類される。 

【図４－１水道メーターの分類】

（１）接線流羽根車式水道メーター 

    この形式のメーターは、計量室内に装置された羽根車を、その接線方向から

の水流によって回転させ、通過水量を積算表示する構造のもので、呼び径１３

の単箱形と呼び径２０～４０の複箱形とがあり、表示機能部は乾式と湿式があ

る。【図４－２単箱形の例及び図４－３複箱形の例参照】。 
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【図４－２単箱形の例】

【図４－３複箱形の例】

（２）軸流羽根車式水道メーター 

    この形式のメーターは、一般に管状の器内に装置された流れに平行な軸を持

つ螺旋状の羽根車を回転させて、積算計量する構造のもので、ウォルトマンと

呼ばれ、たて形とよこ形がある。 

    たて形は、羽根車の回転がスムーズであるため感度がよく、小流量から大流

量まで広範囲の計量が可能である。 

    よこ形は、通過容量が大きいため圧力損失は小さいが、羽根車の回転負荷が

やや大きく、微小流量域での性能が若干劣る。受水槽などへ給水するような大

流量に適している。【図４－４たて形ウォルトマン及び図４－５よこ形ウォル

トマン参照】 

【図４－４たて形ウォルトマン】 
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【図４－５よこ形ウォルトマン】

（３）副管付水道メーター 

   この形式のメーターは、微小流量域から大流量域まで広い計測範囲を得るた

めに、大口径メーター（親メーター）と小口径メーター（子メーター）を並列に

組み合せたもので、流量が少ないときには切換弁が閉じて子メーターのみで計測

を行い、一定の流量以上に達すると切替弁が動作し、親メーターと子メーターの

両方で計測する方式である。 

（４）電磁式水道メーター 

この形式のメーターは、磁界の中を物体が流れるときに発生する起電力が流

速に比例するというファラデーの電磁誘導の法則を測定原理としたものであ

る。 

 ２ 構造 

   水道メーターに使用する材料は、ＪＩＳ規格で規定されている強度と耐久性を

もち、かつ、厚生労働省令で定める構造材質基準に適合しなければならない。 

 （１）単箱形と複箱形 

    単箱形とは、メーターケース内に流入した水流を羽根車に直接与える構造の

ものをいう。構造が最も簡単であり、呼び径１３のみで使用されている。 

    複箱形とは、メーターケースの中に別の計量室をもち、複数のノズルから羽

根車に噴射水流を与える構造のものをいう。単箱形に比べてノズルが多数ある

ことから、羽根車に均等な水の力が加わりスムーズな回転が得られる。 

 （２）正流式と可逆式 

    正流式とは、正方向に水が流れた場合に限り通過水量を検定公差の範囲内で

計量する計量室を持つメーターをいう。 

    可逆式とは、正流式と可逆式に流れた場合の双方の通過水量を検定公差の範

囲内で計量する計量室をもったメーターで、表示機構の積算値は、正方向では

加算し、逆方向に流れた場合は減算するメーターをいう。
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（３）機械式と電子式 

    機械式は、羽根車の回転を歯車装置によって、表示機構に伝達して、通過水

量を積算表示する方式である。 

    電子式は、羽根車の中心軸先端に永久磁石を取り付けて、羽根車の回転を磁

気センサで電気信号として検出し、集積回路によって演算処理して、通過水量

を液晶表示する方式である。 

（４）デジタル方式（直読式）とアナログ方式（円読式） 

   デジタル方式（直読式）は、計量値を数字によって積算表示するものであ

る。 

    アナログ方式（円読式）は、計量値を回転指針によって目盛板に積算表示す

るものである。 

 （５）湿式と乾式 

    湿式とは、目盛板、歯車列部分が水道水と隔離されておらず、常に表示機構

全体が水に浸っているものをいう。 

    乾式とは、目盛板及び表示機構部が受圧板によって流水部と完全に隔離され

ているものうをいう。 

３ 選定 

   メーターは、器種によって性能が異なり、水量によっては１００％計量できな

い部分（不感流量域）がある。また、メーターの能力を超えて使用した場合は、

劣化を早め、異状が発生する。このため、直結増圧給水や受水槽の有無、給水栓

の設置数などを総合的に検討し、計画使用水量の最小、常用、最大流量を確実に

把握するとともに、【表４－２の水道メーター型式別使用流量基準】などを参考

にして選定する。 

【参考資料】水道メーターの選び方2014～実務者のための解説書～日本水道協会 

【表４－２水道メーター型式別使用流量基準】

（一般社団法人日本計量機器工業連合会の資料による。）

適正使用

流量範囲 月間

（m3/h） 10 分/日 1 時間/日 1 日使用時 1 日使用時 1 日24 時 使用量

※１ 以内の 以内の 間の合計 間の合計 間使用の (m3/月）
場合 場合 が5 時間 が10 時間 とき ※４

のとき のとき

2.5 13 0.1～1.0 2.5 1.5 4.5 7 12 100
4 20 0.2～1.6 4 2.5 7 12 20 170

6.3 25 0.23～2.5 6.3 4 11 18 30 260
10 30 0.4～4.0 10 6 18 30 50 420
16 40B 0.4～6.5 16 9 28 44 80 700
40 50 1.25～17.0 50 30 87 140 250 2,600
63 75 2.5～27.5 78 47 138 218 390 4,100

100 100 4.0～44.0 125 74.5 218 345 620 6,600

10 100 接線流 40A 0.5～4.0 10 6 18 30 50 420

JIS

呼び径

一時的使用の

許容流量（m3/h）※２
1 日当たりの

使用量(m3/日）※３

Q３

100

接線流

たて型

※接線流の呼び径40Aについては、定格最大流量（Q３）16 m3/h の性能が確保できないため、呼び径30 と同じ10 m3/hで表
すこととなる。

Q３/Q１

(R)
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※１；適正使用流量範囲とは、水道メーターの性能を長期間安定した状態で使用することのできる標準的

な流量をいう（製造者推奨値）。

※２；短時間使用する場合の許容流量。受水槽方式や、直結給水で同時に複数の水栓が使用される場合、

特に短時間で大流量の水を使用する場合の許容流量をいう。

また、従来の「流量基準」では、一時的使用の許容流量のうちの「瞬時的使用の場合」について数値に幅

をもたせて記載していたが、瞬時の意味が不明確でその大きさに左右されるため、これまでの使用実態等

を踏まえ、13 mm～100 mm を総合的に1 日当たり10 分程度の使用時間に統一して許容流量を示すことと

した。

※３；一般的な使用状況から適正使用流量範囲内での流量変動を考慮して定めたものである。

 ・１日使用時間の合計が5時間のとき……一般住宅等の標準的使用時間。

 ・１日使用時間の合計が10時間のとき…会社（工場）等の標準的な使用時間。

 ・１日24時間使用のとき…………………病院等昼夜稼働の事業所の使用時間。

※４；計量法（JIS規格引用）に基づく耐久試験（加速試験）とメーターの耐久性が使用流量の二乗にほ  

   ぼ反比例することから定めた、１カ月当たりの使用量をいう。

Q3≦16㎥/hのメーターの場合

月間使用量＝ （Q3×417時間）×（Q3／適正使用流量の上限）2 

                  ＋

［（Q3/2）×56時間］×［（Q3/2）／適正使用流量の上限）］2

           ＋

（Q4×100時間）×（Q4／適正使用流量の上限）2 ÷96 

４.３ 性能【9.4.3性能】 

メーターは、検定有効期間中のものを使用し、その性能はできる限り広範囲にわた

り正確に計量でき、かつ劣化がなく耐久性のあるものでなければならない。 

４.４ メーターの設置【9.4.4メーターの設置】

メーターの設置場所、設置方法等は、次の各項に適合していること。 

 １ メーターは、需要者の使用水量を適切に検針しなければならないので、設置位

置は、検針に便利な場所で、かつ汚水や雨水が流入したり、障害物が置かれやす

い場所を避けて選定する。 

２ メーターは、地中に設置される場合が多いため、家屋の増改築などによって検

針や取替えに支障をきたすことがある。したがって、地中設置に限らず、場所に

よっては地上に設置することも必要である。 

３ 寒冷地においては、メーターが凍結破損することがあるので、取付位置に十分

留意する。
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●設置場所は、原則として官民境界線に最も近接（１.５ｍ以内）した需要者の

敷地内で、点検及び取替作業が容易であり、かつ水道メーターの損傷、凍結等の

恐れのない箇所であること。 

●地中に設置する場合は、メーターボックス又はメーター室を設置すること。 

●設置に当っては、表示されている流入方向の矢印を確認し、かつ目盛板表示の

取付け姿勢に従い（通常は水平）取り付けること。また、メーターの器種によっ

ては、メーター前後に所定の直管部を確保する。 

●水道メーター及びボックスの設置は、『水道工事施工基準 出来高基準』によ

る。 

●集合住宅などで建物内にメーターを設置する場合は、防寒対策、取替作業スペ

ースを確保しておく。 

●受水槽の１次側に設置する場合、水道メーター２次側に流量調整器を設置す

る。 

４ メーターを地中に設置する場合は、メーターボックスの中に入れて防護すると

ともに、その設置位置を明らかにしておく。また、メーターボックスは、メータ

ーの検針が容易にできる構造とし、伸縮止水栓が収納でき、かつメーター取替作

業が容易にできる大きさとする。

５ メーターは、逆方向に取り付けることは絶対に避けなければならない。また、

傾斜して取り付けると、感度や耐久性を低下させる原因となるので、水平に取り

付ける。

６ 適正な計量を確保するため、メーターの一次側（上流側）にメーターと同一の

直径の１０倍以上、二次側（下流側）に５倍以上の長さの直管部を設けること。

【図４－５メーターの設置条件】 

７ メーターを集合住宅の配管ダクト内など、外気の影響を受ける場所へ設置する

場合は、メーターに発砲プラスなどでカバーを施す防寒対策が必要である。ま

た、他の配管設備と隣接している場合は、取替作業に必要なスペースを確保す

る。
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第５章 衛生対策 

５.１ 総則【9.5.1総則】

給水装置は、水道施設と異なり、需要者個人の財産であり、その管理は需要者に委

ねられてはいるが、配水管と一体となって給水システムを構成している。したがっ

て、給水装置によって水道水質が損なわれ、また逆流によって配水管内の水を汚染す

ることがあってはならない。 

水道法第１６条（給水装置の構造及び材質）において「水道事業者は、当該水道に

よって水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令で定める基準に適合し

ていないときは、供給規定の定めるところにより、その者の給水契約の申し込みを拒

み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停

止することができる。」としている。 

一方、給水装置に用いられる給水用具は、利便性、快適性を追求したものが普及し

ている。この結果、需要者の利便性などが優先され、危険な配管接続や不適切な使用

による逆流のおそれが高まってきている。 

このため、需要者には給水装置の適切な使用を広く啓発、指導することが重要であ

る。 

５.２ 水質に配慮した資器材の選定 

供給水の水質を確保するために、次の各項に配慮する。 

 １ 水質に影響を与えない管種を選択する。 

 ２ 必要に応じて、排水機構を設ける。 

 ３ 配管に当たっては、適切、かつ入念な施工をする。 

【表５－１ 給水栓水の水質異常一覧表（給水装置に起因するもの】 
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５.３ 逆流防止 

給水装置で、逆流による水質汚染事故を防止するためには、次のように適切な処置

を講じなければならない。 

１ 給水管には、当該給水装置以外の管、機械、設備等と直接連絡（クロスコネク

ション）しない。 

（１）給水装置と接続されやすい配管【例】 

  ①井水、工業用水、再生利用水の配管 

  ②受水槽以下の配管（給水設備） 

  ③プール、浴場等の循環用の配管 

  ④雨水管 

【図５－１接続してはならない配管の例】

自家用井戸水の配管と給水管を接続していた（自分で接続した）、 

自家用井戸ポンプ内蔵の逆止弁が破損し、水道水が井戸へ流れた。 

【図５－２自家用井戸水配管との接続による事故例】
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（２）給水装置と接続されやすい機械、設備等【例】 

  ①洗米機 

  ②ボイラ 

  ③ドライクリーニング機 

  ④純水器、軟水器 

  ⑤清浄機、洗浄機 

  ⑥びん洗機 

  ⑦自動マット洗機、洗車機 

  ⑧風呂釜洗浄器 

  ⑨簡易シャワー、残り湯汲水装置 

  ⑩洗髪器 

２ 水槽、流し、その他水を受ける容器に給水する場合は、吐水口と水槽などの越

流面との間に必要な吐水口空間を適正に確保する【図５－３吐水口空間参照】。

吐水口空間は、逆流防止の最も一般的で確実な手段であり、受水槽、浴槽、プー

ル等に給水する場合もな吐水口空間を確保しなければならない。 

   また、受水槽などには越流管及び排水管を設けるが、これらを汚水桝や排水管

に直接接続すると、その排水系統が閉塞するなどの事態が生じたとき、汚水が逆

流するおそれがあるので、間接排水として排水口空間を確保する【図５－４受水

槽などにおける排水口空間等の例参照】。 

【図５－３吐水口空間】
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【表５－２呼び径25㎜以下の吐水口空間】 

【表５－３呼び径25㎜を超える場合の吐水口空間】 

【図５－４受水槽などにおける排水口空間等の例】 
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３ 逆流を防止するために所定の性能を有する給水用具を適正な位置に設置する。

用具が適正なものであっても、吐水口空間の確保が困難な場合、あるいは給水栓

などにホースを取り付ける場合は、その使用方法などによって逆流の危険が生じ

ることがあるため、バキュームブレーカや逆流防止弁などの有効な逆流防止機能

を有する用具を取り付ける。 

【図５－５吐水口空間不足による逆流の実験例】
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●寒波が訪れると給水装置の凍結事故が多く発生する。したがって、寒冷地又

は、屋外における給水装置は、耐寒性能を有するものを設置するか、断熱材や保

温材で被覆する。 

●保温材で被覆する施工例【図６－１防寒措置の例】による。 

（屋外露出は、外気温-５℃、初期水温２℃、放置時間８時間の施工例） 

●加熱式凍結防止器（ヒーター線等）を使用する方法もある。 

第６章 寒冷地対策 

６.１ 総則【9.6.1】

給水装置内で水が凍結すると本来の機能が妨げられるばかりでなく、凍結により管

及び給水用具が破壊することがある。 

埋設配管でも寒冷地では、ます類や管渠などから凍結する可能性があるので給水装

置の設計施工に当たっては、凍結防止のための措置を講じる。 

 凍結事故が発生する状況は地域によって異なる。したがって、その対策も各地域の

特殊性を考慮した対応が必要である。 

６.２ 寒冷地における設計の基本事項【9.6.2】

寒冷地における給水装置の設計に当たっては、次の各事項に配慮する。 

 １ 凍結の恐れがある場所にあたっては、耐寒性能を有する給水装置を用いるな

ど、凍結を防止するとともに凍結破損した場合でも容易に修理が可能な構造とす

る。 

 ２ 給水管の布設は、凍結深度（地表から地中温度が０℃の位置までの深さ）以下

となるようにし、擁壁、開渠等の法面などに並行近接して布設する場合には、凍

結するおそれが高いことから保温材の被覆など留意する。 

凍結深度の概略値を求めるには次式によって計算することができる。 

Ｃ（係数）  ：土質、含水比、凍結期間等によって異なるが一般に３～５程度の値をとる。 

Ｆ（凍結指数）：凍結期間中の日平均気温を積算した指数。 
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【図６－１防寒措置の例】

６.３ 施工【水道施設設計指針 9.6.3】

寒冷地における施工は、次の事項に留意する。 

 １ 給水管の埋設深度は、それぞれの地域における気温、積雪及び土質などの自然

環境を考慮し、原則として凍結深度以下とする。 

 ２ 給水管は、他の地下埋設物との関係、建物との近接、更には道路工事、交通事

業など市街地における自然的、社会的影響と制約を受けることを考慮し、適切な

措置を講じる必要がある。 

３ 水道メーターの取付位置は、検針が容易で、かつ凍結や損傷の恐れがないよう

留意して決定する。 

 ４ 寒冷地における屋内配管は、凍結防止のために管内水が円滑に排出可能な構造

とし、更に凍結事故の際にも修理が容易な構造とする。 

 ５ 水抜き栓及び不凍給水栓の取付けは、管内水を凍結深度以下に容易に排出で

き、かつ故障修理など維持管理に支障のないよう留意して施工する。 
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●冬期前にチラシなどの広報活動で事前に周知する。 

６.４ 凍結防止用保温材【9.6.4】

凍結防止用保温材として使用する材料は、耐久性、耐アルカリ性に富み、低0温にお

いても耐老化性で、かつ熱伝導率が低く、耐熱性に優れているものを使用する。 

６.５ 凍結事故の処理【9.6.5】

寒波による給水装置の破裂などの凍結事故は、一時に多数発生する場合が多い。冬

期に入る前に使用者に対し凍結に対する広報活動をすることにより、相当数防ぐこと

ができるので、水抜き方法や注意事項をチラシなどで周知することが望ましい。 

 凍結で水の出ない場合でも、比較的温暖な地域では、気温の上昇に伴い昼頃までに

は出るようになることがあるが、寒冷地ではそのまま放置すると、時間の経過ととも

に凍結範囲が増大して給水装置を破裂させ、修理に要する労力や費用も増大するおそ

れがあるので、速やかに処理する。 
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●天井、底及び周壁の保守点検は外部から容易、かつ安全にできるよう、水槽の

形状が直方体である場合、６面すべての表面と建築物の他の部分との間に、上部

を100㎝以上、その他は60㎝以上の空間を確保する。【図７－１受水槽などの設

置位置の例】による 

●出入りが容易なマンホール（直径60㎝以上）を設けられる。その取付けに当た

っては、周辺より10㎝以上高くし、受水槽内部の保守点検を容易にできるよう、

マンホールには足掛け金物を取り付ける。その他、外部から有害なものが入らな

いよう密閉式、二重蓋等の構造とし、蓋には施錠できるものとする。【図７－２

マンホールの取付け】 

●材質は、ＦＲＰ、ステンレス等が用いられる。 

●満水、減水警報装置を設ける。 

●天井、底又は周壁は、受水槽の外壁より衛生上有害な物質の流入、浸透の危険

を排除するため、建築物の床版や外壁などと兼用できない。【図７－３規定に適

合しない受水槽などの構造例参照】 

●流入管には、逆流防止のため吐水口空間を確保する。 

●オーバーフロー管の排水口は間接排水とし、排水時の障害がないような防虫網

などを取り付ける。

第７章 受水槽及び高置水槽 

７.１ 総則【参考事項1】 

 受水槽以下の設備は、配水管からの水道水を一旦受水槽に入れ、これをポンプで高

置水槽に揚水するか、給水ポンプなどで圧送し、配管設備によって飲料水を供給する

設備であり、水道法第３条第９項に規定する給水装置に該当するものではない。 

 受水槽以下設備（給水設備）の設置、構造等に関しては、「建築基準法」に基づき

必要な要件が定められている。 

 受水槽の維持管理については、「特定建築物における衛生的環境の確保に関する法

律」通称ビル管理法に該当する建物は、定期的な水質検査の実施など必要な事項が定

められている。また、水道法の専用水道又は簡易専用水道に該当する場合は、同法で

その管理について必要な事項が定められている。 

７.２ 受水槽の設置 

受水槽の構造、材質は次による。 

 １ 保守点検が容易にできる。 

 ２ 十分な強度を有し、水密性に富む。 

 ３ 水槽内の水が汚染されない。 
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●有効容量が２㎥未満の受水槽では、オーバーフロー管で通気が行われるた

め、通気装置は不要である。 

●槽内の水が滞留し、停滞水が生ずることのないように受水槽の流入口と揚水

口を対象的な位置に設ける。 

●点検、清掃、補修時に断水しないよう１槽を２分割（２池構造）できる構造

とすることが望ましい。 

●流入管へ流量調整器を設置する。 

●流量調整器の設定流量は、水道メーター適正使用流量範囲の上限値とする。

【表４－２の水道メーター型式別使用流量基準参照】 

●流入管へ直圧の水栓を設置する。 

【図７－１受水槽などの設置位置の例】

【図７－２マンホールの取付け】
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●給水用具から高架水槽までの有効高は、使用給水用具の最低動作水圧を確保で

きる高さとする。 

●受水槽以下の配管（給水設備）を直接連結してはならない。 

●有効容量は、計画使用水量の１／１０程度を標準としている。 

【図７－３規定に適合しない受水槽などの構造例】

７.３ 高置水槽の設置 

高置水槽の設置位置は、給水用具が円滑に動作する水圧が得られるような高さと

し、設計に当たっては次の事項に留意する。 

１ 給水用具から高架水槽までの有効高は、使用給水用具の最低動作水圧を確保で

きる高さとする。 

２ 受水槽以下設備以外の配管設備を直接連結してはならない。 

３ 有効容量は、計画使用水量の１／１０程度を標準としている。 

４ 排水管は、高置水槽内の清掃が迅速、かつ容易にできるよう水槽の最低部に設

ける。 

７．４ ポンプ直送給水方式 

高層建築物への給水は、高置水槽方式が多く用いられるが、屋上の設置場所、日

照、美観等の問題を解消するため、高置水槽を設置しないでポンプを用いて直接給水

するポンプ直送給水方式がある。 

 １ 受水槽と圧力タンク式 

   受水槽の水をポンプにより圧力タンク内に蓄え、その内部圧力によって水を圧

送し給水するもので、ポンプの起動・停止は、圧力タンクの内部圧力又は吐出流

量により自動制御する方式である。 

 ２ 受水槽と加圧ポンプ式 

受水槽の水をポンプにより直接給水するもので、使用水量、吐出側水圧に応じ

て、ポンプの運転台数や回転数を自動制御する方式である。 
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第８章 水理学 

８.１ 水の物理的性質 

１ 水の比重  

１気圧のもとにおける４℃の純水１ の重量は１kg で、この時の比重を１とし、

他の物質の比重を表す。水は４℃において、最大の比重を有し、これより温度が上

がっても下がっても水の体積は膨張するので比重は減少する。【表８－１水の比重

と温度変化】しかし、給水装置の設計における水理計算としての扱いは、１は１

kg、即ち１㎥は1,000kgとしてよい。 

２ 温度変化による水の膨張  

水は、０℃になれば氷結して氷という固体になる。そして、氷結するとき著しく

その体積を増す。即ち、０℃の水が固化して０℃の氷になるとき、体積は約９％膨

張する。一旦固化して氷となれば、普通の固体のように温度が下がるに従い収縮し

て比重は大となる。冬期寒波による水道管の破損は、この原理によるものである。 

【表８－１水の比重と温度変化】

８.２ 静止の状態にある水の圧力 

流動しないで静止している水を静水といい、水中の１点に水の重さのため作用する

圧力を静水圧という。 

１ 完全流体 

完全流体とは、入れられた器に完全に順応する理想上の流体をいう。水は凝集

力や付着力等があるため、運動するとき水の内部にわずかながら抵抗を生じるが

極めて微小であり、その粘性も少ないので完全流体として取扱う場合もある。 

法則１：静水中の一点には必ず全ての方向から同一の圧力が作用している。  

法則２：静水中の物体に働く水圧は常に物体の表面に直角に作用する。  

法則３：静水面は広大な面を考えない限り平面をなす。  

法則４：静水の同水深における諸点の圧力は同じである。 

２ 水頭と水圧

静水面以下にある点までの水深をその点の水頭といい、静水頭、または圧力水

頭という。水圧（Ｐ）はその容積の形状に関係なく水頭（Ｈ）に比例する。ある

点までの水深を（Ｈ）とすれば、水の重量（Ｗ）は1,000kg/㎥であるから、その

点の水圧（Ｐ）は、次式で表される。 

必ず全ての方向から同一の圧力が作用している。 
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８.３ 流動している水 

１ 流速と流量 

水路の水は位置の高いところから低い方に流れ、管内の水は圧力の高いところか

ら低い方に流れる。このように水は運動し、その運動を流れという。流れの方向に

垂直な水路の横断面を水路断面といい、そのうち流れの占める面積を流積という。

水路断面の周辺のうち水に接する部分を潤辺、流積を潤辺で割ったものを径深とい

う。 

２ 流れの連続性 

水の流出入のない定流において、任意の二つの断面Ａ1、Ａ2 を考え、それらの断

面での平均流速をそれぞれＶ1、Ｖ2 とする。水の密度を一定と考え、それをｐとす

れば、単位時間内に断面Ａ1 から流入する水の質量はｐＡ1Ｖ1、断面Ａ2 から流入す

る水の質量はｐＡ2Ｖ2 である。  

Ａ1、Ａ2 の２断面間にある水の全質量は一定不変であるから、断面Ａ1 から流入す

る質量だけ断面Ａ2 から流出しなければならない。即ち、 

質量不変の関係から得られる式を連続の式という。この式で分かるように、断面

積の大きい場所では流速は小さく、断面積の小さい場所では流速は大きい。 

８.４ ベルヌーイの定理  

高い位置にある水、流速のある水、圧力のある水は仕事をする能力がある。即ち、

エネルギーを持っている。  

断面の面積、平均流速及び圧力の強さ（同一断面内では一定と考える。）をそれぞ

れＡ1、Ａ2、Ｖ1、Ｖ2、Ｐ1、Ｐ2 とし、断面のそれぞれの高さをＺ1、Ｚ2 とする。エネ

ルギー保存の法則及び連続の式から次式が導かれる。 

ここにｇ＝重力の加速度＝9.8 m/sec2 

この関係は、断面をいずれの位置にとっても成立する。即ち、一つの断面の３つの

項の和はこの流れにそって一定であることを示し、この一定であるということは一つ

のエネルギーが減ずるとそれだけ他のエネルギーの増加することを意味し、水流に関

するエネルギー不滅の法則を表している。この関係をベルヌーイの定理という。 
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ｐ：水の密度  

ｇ：重力加速度  

Ａ：断面積  

Ｈ：水頭  

Ｐ：圧力  

Ｖ：平均流速  

Ｗ：水の重量  

Ｚ：位置エネルギー

ここに 

Ｖ
�

�ｇ：単位体積重量の水のもつ運動エネルギー 

Ｚ：位置のエネルギー 

Ｐ

Ｗ
：単位体積重量の水のもつ運動エネルギー 

であり、全て長さの次元で表す。 

８.５ 管水路の水理 

１ 管水路の定義  

水理学で管とは、水道の鉄管のように圧力をもった水がその中に一杯になって流

れているものを指している。この管で造られた水路が管水路である。管内の流れで

も水が断面に充満しないで自由表面をもつ場合は、開水路の流れとして扱う。

２ 動水勾配  

水が管路を流れるとき、各種の損失水頭により水面は漸次低下し、圧力水頭が下

がる。この圧力水頭の差をその距離で除したものを動水勾配といい、一般に‰で表

す。 

Ｉ＝動水勾配 Ｈ＝損失水頭 Ｌ＝距離 とすれば、

Ｉ =Ｈ

Ｌ

即ち、動水勾配は水頭に比例し、距離に反比例する。水頭が大きく距離が短いほ

ど大きく、逆に水頭が小さく距離が大きいほど小さい。

３ 損失水頭  

実際の管路の流れは、水の粘性や運動の乱れによる摩擦抵抗がある。この抵抗に

打ち勝って流れるために水は持っているエネルギーを消費する。また、管路の流れ

は断面積の急激な変化によって渦を生じたり、撹乱を起こしてエネルギーを消費す

る。たとえば、管路の入口・出口・途中にある弁または管が屈折し、わん曲する場

所にこの現象が現れる。これらの消費エネルギーは熱となって管路の外に逃げてし

まうから再び利用することのできない損失エネルギーである。その大きさを水頭で

表し、これを損失水頭という。  

この損失水頭を考慮するとベルヌーイの定理は、
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ｈf ：管の摩擦損失水頭（ｍ）  

Ｖ  ：管の平均流速（m/sec）  

Ｌ  ：管の長さ（ｍ）  

Ｄ  ：管の口径（ｍ）  

ｇ  ：重力の加速度（9.8 m/sec2）

Ｑ  ：流量（m3/sec） 

４ 摩擦損失水頭 

断面が一様で真っ直な等流水路の損失水頭について考えると、エネルギーの損失

は水と摩擦によって生ずると考え、これを一般的に摩擦損失水頭と呼び、ｈf で表

す。摩擦損失水頭ｈf は、管路の長さＬ及び速度水頭Ｖ2／２ｇに比例し、管の直径

Ｄに反比例する。

ｆは、摩擦損失水頭、または抵抗係数と呼ばれる。この式で摩擦損失水頭を求め

るには、摩擦損失係数ｆが分かっていなければならない。理論的、実験的にｆを求

め、多くの式が提案されているが、水道の分野では、ウェストン公式及びヘーゼ

ン・ウィリアムス公式が一般的に使用される。

(1) ウェストン公式（口径φ50mm 以下に適用） 

この式は小口径管の極めて滑らかな管に対する実験式であり、給水設計に最も

広く用いられている。

(2)ヘーゼン・ウィリアムス公式（口径φ75mm 以上に適用）

その他はウェストン式と同じである。  

この式はアメリカ合衆国において、実際の水道管についての実測結果から導かれ

たものである。
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８.６ 流量計算方法 

給水装置の流量計算は、新設給水装置の給水管の口径を求める場合と既設給水管の

流出量を求める場合とがある。

１ 計算要領

(1)事前調査を十分に行う。 口径決定に当たっては、給水栓の設計水量は計算の

基礎となる重要なものであるから、綿密な調査と同種の実績等に基づいて、でき

る限り正確を期すようにする。  

(2)水圧は低い方を基準にする。 配水管（または既設給水管）の水圧が重要な要

素であるが、これは季節的に異なるので、できるだけ低水圧の時を基準とする。  

(3)粗度係数を考慮する。 既設給水管の流出量計算において、粗度係数Ｃの取り

方は通水年数に応じて、スケールの発生の度合いが異なるので、適切な値を採用

すること。

２ 新設給水装置の給水管口径の計算  

管径の決定は「設計水量に対する各損失水頭の和」が「有効水頭」より小さくな

るように計算で求めるものである。

(1)条件及び計算  

① 配水管或いは既設給水管の水圧（Ｐまたは水頭Ｈ）  

② 設計水量（使用器具の種類、個数、同時使用率から定める。）  

③ 使用器具（これにより直管換算長を求める。）  

④ 管の布設延長  

⑤ ①と設置高さから「有効水頭」を求める。  

⑥ ③の損失水頭の直管換算長の和と管の布設延長から「設計延球」を求める。 

⑦ ⑤と⑥から「動水勾配」を求める。  

⑧ ⑦と仮定した口径から「流量図表」により流量を求め、管の設計を満たすも

のであれば、仮定口径でよいことになる。

３ 既設給水装置の流出量の計算  

既設給水装置の流出量を計算するには、調査等によって予め次のものを知らなけ

れば計算できない。

(1)条件及び計算  

① 配水管或いは既設給水管の水圧（Ｐまたは水頭Ｈ）  

② 管の口径  

③ 使用器具（これにより直管換算長を求める。）  

④ 管の布設延長  

⑤ ①と設置高さから「有効水頭」を求める。  

⑥ ③の損失水頭の直管換算長の和と管の布設延長から「総延長」を求める。  

⑦ ⑤と⑥から「動水勾配」を求める。  

⑧ ⑥と⑦から「流量図表」により流量を求める。
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８.７ 圧力のＳＩ単位への換算値  

国際単位系（ＳＩ）において、圧力の単位はパスカル(Pa)が用いられており、換算

値は次のとおりである。  

１㎏f/㎠＝０.０９８㎫

１㎫＝１０.２㎏f/㎠ 

１㎫＝１,０００㎪

１㎪＝１,０００㎩ であるから  

１㎪＝０.０１０２kgf/㎠
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第９章 給水装置の使用材料 

止水栓ボックス及び水道メーターボックスについては、安全、耐久性の面から雲南市

で承認したものとしている。 

【表９－１雲南市承認材料一覧】

種 類 品 名 規 格 製造業者 適 要 

止
水
栓
ボ
ッ
ク
ス

止水栓ﾎﾞｯｸｽ 

φ20 ㎜ 

～φ25㎜ 

鋳鉄製 株式会社ﾀﾞｲﾓﾝ S14D 

鋳鉄製・強化樹脂製 日之出水道機器株式会社 HDS・HRS 

  FDS 

鋳鉄製 ｱﾛﾝ化成株式会社 MSS-AF100 

R-PET 製・ﾏｰｸ入り   MSS-AP100 

鋳鉄製 前澤化成工業株式会社 SSD 75 

鋳鉄製 前澤化成工業株式会社 SSD 100 

水
道
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス

水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ

φ13 ㎜ 

鋳鉄製 株式会社ﾀﾞｲﾓﾝ RS13AD 

FRP 製・ﾏｰｸ入り 日之出水道機器株式会社 NCP-13 

FRP・R-PET 製・ﾏｰｸ入り ｱﾛﾝ化成株式会社 M-13L 

FRP 製・ﾏｰｸ入り 前澤化成工業株式会社 MB-13SFN 

水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ

φ20 ㎜ 

鋳鉄製 株式会社ﾀﾞｲﾓﾝ RS20AD 

FRP 製・ﾏｰｸ入り 日之出水道機器株式会社 NCP-20 

FRP 製・ﾏｰｸ入り ｱﾛﾝ化成株式会社 M-20L 

FRP 製・ﾏｰｸ入り 前澤化成工業株式会社 MB-20SFN 

水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ

φ25 ㎜ 

鋳鉄製 株式会社ﾀﾞｲﾓﾝ RS25AD 

FRP 製・ﾏｰｸ入り 日之出水道機器株式会社 NCP-25 

FRP 製・ﾏｰｸ入り ｱﾛﾝ化成株式会社 M-25L 

FRP 製・ﾏｰｸ入り 前澤化成工業株式会社 MB-25SFN 

水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ

φ30 ㎜ 

鋳鉄製・ﾏｰｸ入り 株式会社ﾀﾞｲﾓﾝ RS40D 

FRP 製・ﾏｰｸ入り 日之出水道機器株式会社 HJ-40 

FRP 製・ﾏｰｸ入り ｱﾛﾝ化成株式会社 M-30L 

FRP 製・ﾏｰｸ入り 前澤化成工業株式会社 MB-30SFN 

水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ

φ40 ㎜ 

鋳鉄製 株式会社ﾀﾞｲﾓﾝ RS40D 

FRP 製・ﾏｰｸ入り 日之出水道機器株式会社 HJ-40 

FRP 製・ﾏｰｸ入り ｱﾛﾝ化成株式会社 M-40L 

FRP 製・ﾏｰｸ入り 前澤化成工業株式会社 MB-40SFN 

水道ﾒｰﾀｰﾎﾞｯｸｽ

φ50 ㎜以上 

鋳鉄製、小蓋付き 日之出水道機器株式会社 MR-2、MR-4 

鋳鉄製、小蓋付き 前澤化成工業株式会社 
MB-75D 

MB-100D 
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第１０章 道路安全対策 

道路工事現場（以下「工事現場」という）において工事または作業を行う場合、工

事による交通の危険、渋滞及び近隣の住民に与える迷惑等の防止に努めるようにする

ため、標示施設、保安施設等を設置しなければならない。これらの施設は堅固で明瞭

なものを使用し、交通の支障を最小限に抑え、工事現場周辺の美観を損なわないよう

に適切な場所に設置する。
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第１１章 事務手続き及び審査・検査 

１１．１ 給水装置工事の流れ 

 給水装置新設等申込書    作成

 給水装置工事設計審査申請書 作成

 給水装置新設等申込書、給水装置工事設計審査申請書 提出

○加入負担金、審査及び検査手数料の支払い 

○道路占用申請書の提出 

 給水装置新設等申込書 審査

○審査期間は約７日程度（休日を除く） 

給水装置新設等申込書 承認

○指定給水装置工事事業者へ電話及び工事設計審査済み申請書の

送付により承認通知 

○申込者へ給水装置新設等承認書の送付 

給水装置工事 施工 

給水装置工事完成届 提出

給水装置工事 検査 

○給水装置工事主任技術者立ち合いのもと検査実施 

指定給水装置工事事

業者が行う事項 

水道局が行う事項 

指定給水装置工事事

業者が行う事項 
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製品構造図（必要な場合）

水理計算書

分岐断面図（必要な場合）

分岐平面図（必要な場合）

立面図

平面図

位置図（１～２枚）

給水装置工事設計審査申請書

１１．２ 給水装置新設等申込方法 

１ 給水装置新設等申込時の提出書類 

（１）給水装置新設等申込書    … 様式第１号 

（２）給水装置工事設計審査申請書 … 様式第６号 

（３）位置図     … 周辺の様子がわかるもの 

※公共施設等で容易に場所がわかる場合は１枚、わ

かりにくい場合は２枚（広域・詳細図） 

（４）平面図     … 縮尺１００分の１又は２００分の１を標準として、 

適宜作成すること。 

（５）立面図     … ノンスケールでよい 

（６）分岐平面図   … 必要な場合（１００分の１以上） 

（７）分岐断面図   … 必要な場合（１００分の１以上） 

（８）水理計算書   … 事前協議により省略することができる 

 （９）製品構造図   … 必要な場合 

２ 給水装置新設等申込の提出書類イメージ 

※各提出書類の記入方法については、別冊２．給水装置工事新設等申し込みにかか

る注意事項を必ず確認し、不明な点は水道局に確認すること。 

３ 給水装置工事の設計及び施工の参考資料 

給水装置工事の設計及び施工は、下記参考資料に基づき行う。 

（１）雲南市水道事業給水条例 

（２）雲南市水道事業給水条例施行規則 

（３）雲南市水道事業指定給水装置工事事業者規程 

（４）雲南市水道事業給水装置工事施行規程 

（５）雲南市給水装置工事設計施工指針 

給水装置工事新設等申込書
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分岐工事写真（該当のある場合） 

製品構造図（変更時のみ）

分岐断面図（変更時のみ）

分岐平面図（変更時のみ）

立面図（変更時のみ）

平面図（変更時のみ）

（６）給水装置工事技術指針 … 給水工事技術振興財団 

（７）水道施設設計指針（2012 年版） … 日本水道協会 

（８）給水工事技術振興財団給水装置工事の手引き 

（９）水道工事標準仕様書【土木工事編】（2010 年版） … 日本水道協会 

（10）水道施設工事共通仕様書（平成9年度改訂） … 島根県水道協会 

（11）水道事業実務必携 … 全国簡易水道協会 

（12）ダクタイル管路設計と施工 … 日本ダクタイル鋳鉄管協会 

  （13）水道用硬質塩化ビニル管（規格・設計編） 

 … 塩化ビニル管・継手協会 

  （14）水道配水用ポリエチレン管及び管継手（設計マニュアル） 

              … 配水用ポリエチレンパイプシステム協会 

４ 給水装置工事完成時の提出書類 

工事完成後、速やかに下記書類を提出する。 

（１）給水装置工事完成届 … 様式第８号 

（２）平面図       … 変更時のみ 

（３）立面図       … 変更時のみ 

（４）分岐平面図     … 変更時のみ 

（５）分岐断面図     … 変更時のみ 

 （６）製品構造図     … 変更時のみ 

（７）分岐工事写真    … 該当のある場合 

５ 給水装置工事完成時の提出書類イメージ 

１１．３ 給水装置検査要領

給水条９条第２項に基づき、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場

合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成

後に市長の工事検査を受けなければならない。 

給水装置工事完成届
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１ 水圧試験  

給水管の分岐工事、自家水配管を上水道配管に切替える工事にかかる水圧試

験を実施する際は、検査員の立会による確認を必要とする。新設、改造工事に

かかる水圧試験については、水道局と協議の上、別添水圧試験実施要領に基づ

き自主管理とすることができる（水圧試験自主検査証、検査時の写真と給水管

の管種に応じてチャート記録を提出すること）。  

（１）新設工事 

新設部すべて水圧試験を行う。  

（２）改造工事 

改造部分すべての水圧試験を行う。改造部のみを加圧できない場合は既設管

や止水弁を用いて改造部分すべてについて水圧試験を行う。また、軽微なもの

については水道局と協議の上、水圧試験を省略することができる。  

（３）既設管接続工事 

接続するすべての給水装置の水圧試験を行う。 

２ 使用材料並びに器具の検査 

（１）証印（ＪＩＳ・ＪＷＷＡ・認証マーク等）、製造業者名又は商標を確認す

る。 

（２）構造及び材質の基準に適合していることを確認する。  

３ 機能検査  

各種給水栓等から放流し、メーター指針の回転状態、器具吐水及び作動状態な

ど主要部の機能について検査する。 

 ４ 道路復旧の状態  

路面の復旧、側溝等の復旧状態を確認する。  

５ 給水装置工事新設等申込書との照合  

給水管の管種、口径、延長、配管位置、メーターの設置状況及び口径等につい

て現場と照合する。 

６ 緊急連絡先表示板の確認  

受水槽以下装置は、ポンプ故障等に備えた標示板２箇所の設置を確認する。  

７ 中間検査  

（１）完成時不可視部分の検査 

工事完成時に不可視部分となる部分については、施工途中に検査を行う。  

（２）分岐工事の施工検査 

①水道局職員が現地立会し水圧試験を実施、配管等の設置状況を確認する。 

②分岐の位置は、オフセットで管理する。 

③オフセットは固定された地上の構築物２箇所以上の地点までの距離を計測

するものとし、θは９０°以内とする。 

８ 流量検査 

給水栓を全開し、水量の測定を実施する。 
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９ 水圧測定 

   水圧の測定を実施する。 

１１．４ 分担金・手数料等の取扱い 

１ 新規加入分担金 

新規加入分担金は、口径毎に異なるため事前に確認すること。 

２ 取扱い 

（１）新規加入分担金（以下「分担金」という）は、給水装置の新設申請時（メータ

ー出庫時）に申込者から上記の区分に従い徴収する。

（２）増径工事の際は、新口径に係る分担金と旧口径に係る分担金の差額を徴収する。

（３）納入された分担金は、当該給水装置の所在地（同一敷地内）においてのみ保有

されるものとする。

（４）水道メーターの口径を減径する揚合であっても、既に納付した分担金（以下「既

納分担金」という。）は、所在地に存続するため、減径後に元の口径に増径する

場合は、分担金の徴収は行わない。 

（５）分担金を納入した所在地においてメーター数を増加する場合は、すでに納入し

た分担金額と増加後の分担金を比較し、増加後の分担金額が超過した場合にはそ

の差額分を徴収する。 

３ 設計審査手数料・工事検査手数料 

メーター口径(㎜) 設計審査手数料（円） 工事検査手数料（円） 

１３以上 ２，０００ ２，０００

 ただし、給水装置の撤去の場合は、手数料を以下のとおり軽減する。 

【軽減対象】 

軽減率（％） 工事の種別 

１００ 撤 去 

水道メーター口径 分担金 

13㎜  44,000円

20㎜  57,200円

25㎜  85,800円

30㎜  128,700円

40㎜  273,900円

50㎜  536,800円

75㎜  1,591,800円

100㎜  2,539,700円
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